
政治団体収支報告書
の記載例

（問い合わせ先）
富山県選挙管理委員会

076-444-3183

収支報告書様式は、県選挙管理委員会ＨＰに掲載しているほか、市町村選挙管理委員会又は
県選挙管理委員会にて配布します。

　県選管ＨＰ　：
  https://www.pref.toyama.jp/500/kensei/kenseiunei/senkyo/iinkai/seijidantai-todokede.html
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その１　収支報告書表紙

（その１）

（　　　　　　　　　開催分）

※必須。該当箇所にチェックすること
とやまけんみんきょうかい

□ □

□

□ ☑

□

□ ☑

☑ 有 ☑
□ 無

☑
事務担当者の氏名

□

□

（電話）

（電話）

※報告対象年の途中で資金管理団体 ※報告対象年の途中で国会議員関係政治団体

の指定・取消をした場合のみ記入。 の指定・取消をした場合のみ記入。

政 治 資 金 団 体 そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

注　記載例のため、各項目間の数値は一致しない場合があります。

政治団体の名称 富山県民協会
政 党

（ふりがな） 政 治 団 体 の 区 分　※

政 治 資 金 規 正 法 第 18 条 の ２ 第

政 党 の 支 部 １ 項 の 規 定 に よ る 政 治 団 体

収　支　報　告　書（ 令和 ○ 年分）

１

２

０７６－４４４－３１８３ 公職の候補者
の 氏 名

氷　見　三　郎

　　　 　年 　　月 　　日から

３号に係る国会議員関係政治団体

　　　 　年 　　月 　　日まで

資金管理団体の指定の期間

　 　年 　　月 　　日から

 　　年　 　月 　　日まで

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

公 職 の 種 類 衆議院議員（現職）

富山　太郎

国会議員関係政治団体とみなされる政治団体

政治資金規正法第19条の16の３第１項の規定により

公 職の 種類
衆議院議員
（現職）

政治資金規正法第19条の７第１項第

２号に係る国会議員関係政治団体

資金管理団体
の届出をした
者 の 氏 名

富山　太郎

政治資金規正法第19条の７第１項第

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

富山市新総曲輪１－７

４
会 計 責 任 者
の 氏 名

活 動 区 域 の 区 分　※

２以上の都道府県の区域等
３ 代 表 者 の 氏 名 富　山　　太　郎

高　岡　　二　郎

同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無　※ 国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第19条の７第１項第

１号に係る国会議員関係政治団体

収支報告書の提出時点の状況で記入してください。

※変更があり未届けの場合は、併せて「届出事項の異動届」を提出してください。

１年の途中で変更があった場合は、12月31日現在の状況

で記入してください。

事務担当者は、収支報告書の記載内容について説明が

可能な方を記入してください。

原則記入不要

１年の途中で、新規指定又は取り消しがあった

場合、指定期間を記入してください。

（前年から変更がない場合は記入不要）

※ 全団体提出が必要

該当する区分にチェックしてください。



【 参考】 　 収入項目の分類基準表

（ 収入）

１

⑴ 個人から の寄附（ 特定寄附を 含む。 ）

⑵

「 法人その他の団体」 から 受けた寄附（ 党費・ 会費と し て受けた金額を 含
む。 ）
※「 法人その他の団体」 から の寄附を 受けら れる のは、 政党又は政党支部
　 のみ。

⑶
政治団体と し て届出がある 団体から の寄附
※政党支部が、 本部又は支部から 受け取っ た交付金は、 （ その５ ） に計上
　 する 。

⑷

４

６

内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容

２
　
寄
　
附

個 人

法 人 そ の 他 の 団 体

個人が負担する 党費ま たは会費（ 当該団体の規約等の定めによ り 集めら れる も の） の合計金額及び納入し た者の実人員。
※「 法人その他の団体」 から の党費ま たは会費は除く （ 「 ２ 　 寄附（ ２ ） 法人その他の団体」 に含める 。

党 費 ま た は 会 費

項　 　 　 目

個人ま たは金融機関等から の借入金。

上記１ ～５ に分類でき ない収入額で、 例えば、 預金利子や労務等の無償提供によ る 寄附を し た場合の支出に対応する 「 金銭以
外のも のによ る 寄附相当分」 の類を いう 。
こ の項目は、 １ 件10万円以上のも のについては個別に明細を 記載する 。

政 治 団 体

政 党 匿 名 寄 附
政党及び政治資金団体が、 街頭又は一般に公開さ れる 講演会若し く は集会において受けた、 1, 000円以下の寄附。
こ の例以外は、 すべて禁止。

機関紙誌の 発行そ の 他の 事業

そ の 他 の 収 入

政治団体が受けた、 自動車・ 事務所・ 労務等
の無償提供や物品の寄附は、 金額に換算し て
計上する 。
※年間５ 万円超（ ５ 万１ 円以上） の寄附につ
　 いては、 個別に明細を 記載する 。

「 機関紙や機関紙誌の発行事業収入」 「 政治資金パーティ ーの開催事業収入」 「 新年会・ 忘年会等その他催し 物の会費によ る
収入」 。
具体的には、 「 ○○機関紙発行事業」 「 △△政治資金パーティ ー開催事業」 「 □□講演会開催事業」 「 ××総会開催事業」 等
の名称を 事業ごと に記載する 。
こ こ で掲載し た事業については、 支出の２ 「 政治活動費」 の⑶機関紙誌の発行その他の事業費のいずれかの支出と し て掲載さ
れる 。
※こ れら の事業で「 お祝い」 等の会費以外の収入は、 寄附と なる ので注意。

本部・ 支部間又は支部間における （ 選管等へ届出がある 支部に限る 。 ） 交付金・ 還付金・ 納付金・ 寄附等によ っ て受けた額。

３
によ る 収入

借 入 金

５
交付金に係る 収入

本部又は支部から 供与さ れた



その２ 　 収支の状況

（ その２ ）

１ 　 収支の総括表
円

収　 　 入　 　 総　 　 額　 　 　

　 　 （ 前年から の繰越額） 　

　 　 （ 本年の収入額） 　 　 　

支　 　 出　 　 総　 　 額　 　 　

翌 年 へ の 繰 越 額　 　 　

２ 　 収入項目別金額の内訳

（ １ ） 個人の負担する 党費又は会費
円

　 　 金　 　 　 　 　 額

人

　 　 員　 　 　 　 　 数

（ ２ ） 寄附

ア　 寄附（ イ を除く 。 ） の区分
円

（ ア） 個人から の寄附

　 　 　 （ う ち特定寄附） （ ）

（ イ ） 法人その他の団体から の寄附

（ ウ ） 政治団体から の寄附

小計　 ( ア) ＋( イ ) ＋( ウ )

（ 寄附のう ち寄附のあっせんによ る も の） （ ）

イ 　 政党匿名寄附

合計（ ア＋イ ）

0

1, 840, 000

1, 600, 000

50, 000

0

240, 000

1, 840, 000

0

収　 支　 の　 状　 況

金　 　 　 額 備　 考

15, 336, 864

100, 000

15, 236, 864

15, 114, 750

222, 114

1, 000, 000

100

前年の収支報告書の「翌年への繰越額」と一致します。

金額と員数はそれぞれ合計を記入してください。

※員数は実人数を記入すること。

（その１３）の合計額と一致します。

※ 全団体提出が必要

収入支出が０ 円であっても 提出が必要

「前年からの繰越額」＋「本年の収入額」

「収入総額」－「支出総額」

政党の支部以外の政治

団体は、受領することがで

きません。



その３ 　 収入内訳（ 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入）

（ その３ ）

事業の種類 備　 　 　 考

円

機関紙「 国政報告」

富山君を 励ま す会開催事業 ○年△月□日　 富山市○○町1-10　 □ホテル

忘年会 ○年△月□日

こ の 頁 の 小 計

合 計

その４ 　 収入内訳（ 借入金）

（ その４ ）

借　 入　 先 備　 　 　 考

円

Ｃ 銀行（ Ｄ 支店）

こ の 頁 の 小 計

合 計

500, 000

500, 000

（ ４ ） 借入金

金　 　 　 　 　 　 　 額

500, 000

10, 800, 000

10, 800, 000

金　 　 　 　 　 　 　 額

10, 000, 000
700, 000

（ ３ ） 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入

100, 000

・ 会費等の収入を伴って行った事業等はすべて記載してください。

また、ここに記載した事業については、（その13）の「２政治活動費の（３）機関紙誌の発行その他の事業費」の

支出に対応していますので、必ず「アからエの各事業」に区分し、かつ事業の種類ごとに（その15）を作成してく

ださい。

・政治資金パーティーの場合、備考欄に開催日、開催場所等を記入してください。

※１回の政治資金パーティー開催に係る収入が1,000万円以上の場合、（その10）も作成してください。

・借入先欄には借入先の氏名や名称を記入してください。

・その年の12月31日現在で、借入先ごとの残高が100万円を超える場合には、（その17）の「資産等

の状況」の「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」の有の□にチェックを入れ、（その18）を

作成し、借入先及び未返済の金額を具体的に記入してください。

※ 該当がない場合は提出不要

※ 該当がない場合は提出不要



その５ 　 収入内訳（ 本部又は支部から 供与さ れた交付金に係る 収入）

（ その５ ）

交付金を供与し た本部又は支部の名称 年月日 主たる 事務所の所在地 備　 考

円

全国県民協会 ○. 1. 20 東京都○○区○○１ －１

富山県民協会○×支部 ○. 3. 18 高岡市広小路７ －51

こ の 頁 の 小 計

合 計

※　 すべての交付金について記載する こ と 。

その６ 　 収入内訳（ その他の収入）

（ その６ ）

摘　 　 　 要

Ｆ 銀行（ Ｇ 支店） 預金利子

金銭以外のも のによ る 寄附相当分

こ の 頁 の 小 計

１ 件 １ ０ 万 円 未 満 の も の

合 計 296, 864

237, 000
59, 864

800, 000

800, 000

（ ６ ） その他の収入

備　 　 　 考

○年☓月△日

富山太郎に選挙事務所を提供

金　 　 　 　 　 　 　 額

円

137, 000

100, 000

金　 　 　 　 　 　 　 額

500, 000
300, 000

（ ５ ） 本部又は支部から 供与さ れた交付金に係る 収入

・交付金を供与した本部又は支部ごとに、その名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び供与を

受けた年月日を該当欄に記入してください。

・本部又は支部とは、政治団体の届出をしてあるものを指します。

・本部又は支部を持たない政治団体がこの様式を使用することはありません。

・政党支部から後援会等への寄附は「（その７）政治団体からの寄附」に計上してください。

１件あたりの金額が10万円未満のものを

合計した金額を記入してください。

・収入の各項目（その３～５、その７）に区分されない収入がある場合はこの様式に記載してください。

（銀行利子・無償提供による寄附相当分 等）

・支出のうち、無償提供したもの（例：選挙事務所や労務など）がある場合には、この様式に、「寄附相当分」の収入として

計上してください（その場合、備考欄に詳細を記入してください）。

※ 該当がない場合は提出不要

※ 該当がない場合は提出不要



その７ 　 寄附の内訳

　 ※　 寄附者の区分（ 「 個人」 「 法人その他の団体」 「 政治団体」 ） ご と に別葉で作成が必要です。

（ １ ） 　 個人から の寄附

（ その７ ）

寄附者の氏名（ 団体に
あっては、 その名称）

年月日
住所（ 団体にあっては、
主たる 事務所の所在地）

職業（ 団体にあって
は、 代表者の氏名） 備　 考

円

魚津　 良夫 ○. 1. 20 富山市新総曲輪１ －８ 会社役員

砺波　 一雄 ○. 3. 18 南砺市城端123 農業

砺波　 一雄 ○. 3. 30 南砺市城端123 農業

㊕富山　 太郎 ○. 4. 8 富山市新総曲輪１ －７ 衆議院議員

㊕　 　 〃 ○. 5. 18 〃 〃

（ 計） （ ）

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

250, 000
1, 600, 000

1, 350, 000

100, 000
100, 000

1, 000, 000
50, 000

1, 050, 000

（ ７ ） 寄附の内訳

金　 　 　 　 　 　 　 額

寄附者の区分 個人

100, 000

・年間５万円を超える（５万１円以上）寄附者について、個別に記載します。

・記載する内容は、寄附をした時点（年月日）における氏名、住所及び職業です。

・年月日の順ではなく、寄附者毎にその内訳を年月日順に記入します。

・㊕は、特定寄附であることを表します。特定寄附とは、公職の候補者自身が政党から受けた寄附について、自らの

資金管理団体に寄附したものをいいます。（特定寄附には、年間150万円の上限はありません。）

・寄附金控除を受けるときには、年間５万円以下であっても記入する必要があります。

寄附者の区分を記入してください。

（記入漏れが多いので注意）

・個別に明細を記入した者以外の寄附を合計した金額を

「その他の寄附」に記入してください。

・「その他の寄附」及び「合計」は、記載が複数ページにな

る場合は最後のページに記入してください。

※ 該当がない場合は提出不要



その７ 　 寄附の内訳

（ ２ ） 　 法人・ その他の団体から の寄附

（ その７ ）

寄附者の氏名（ 団体に
あっては、 その名称）

年月日
住所（ 団体にあっては、
主たる 事務所の所在地）

職業（ 団体にあって
は、 代表者の氏名） 備　 考

円

Ｈ 株式会社 ○. 2. 5 富山市舟橋北町１ －11 ○○　 ○○

Ｉ 株式会社 ○. 4. 3 富山市赤江１ －１ －８ △△　 △△

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

その７ 　 寄附の内訳

（ ３ ） 　 政治団体から の寄附

（ その７ ）

寄附者の氏名（ 団体に
あっては、 その名称）

年月日
住所（ 団体にあっては、
主たる 事務所の所在地）

職業（ 団体にあって
は、 代表者の氏名） 備　 考

円

Ｐ 政治連盟 ○. 12. 10 富山市○○町１ －２ －３ ○○　 ○○

Ｐ 党富山県○○支部 ○. 12. 20 富山市○○町１ ０ －５ ○○　 ○○

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

100, 000
240, 000

140, 000

40, 000

（ ７ ） 寄附の内訳 寄附者の区分 政治団体

金　 　 　 　 　 　 　 額

100, 000

（ ７ ） 寄附の内訳 寄附者の区分 法人・ その他の団体

金　 　 　 　 　 　 　 額

100, 000
50, 000

150, 000
200, 000
350, 000

※政党・政党の支部で、該当となる団体からの寄附があった場合のみ作成してください。

（"後援会"等のその他の政治団体は、法人その他の団体から寄附を受けることが禁止されています。）

寄附者の区分を記入してください。

（記入漏れが多いので注意）

"後援会"等のその他の政治団体間の寄附又は政党や政党支部からその他の政治団体に対する寄附を記入

します。

※政党支部が政党本部や他の政党支部から受けた交付金等は、（その５）に計上してください。

・個別に明細を記入した者以外の寄附を合計した金額を

「その他の寄附」に記入してください。

・「その他の寄附」及び「合計」は、記載が複数ページにな

る場合は最後のページに記入してください。

・個別に明細を記入した者以外の寄附を合計した金額を

「その他の寄附」に記入してください。

・「その他の寄附」及び「合計」は、記載が複数ページにな

る場合は最後のページに記入してください。

※ 該当がない場合は提出不要

政党支部以外にはあり ま せん。

※ 該当がない場合は提出不要

寄附者の区分を記入してください。

（記入漏れが多いので注意）



その８ 　 寄附のう ち寄附のあっ せんによ る も のの内訳

（ その８ ）

寄附者のあっせん者
の氏名（ 団体にあ っ
ては、 その名称）

提　 供
年月日

集めた
期　 間

住所（ 団体にあっては、
主たる 事務所の所在地）

職業（ 団体にあって
は、 代表者の氏名） 備　 考

円

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

その９ 　 政党匿名寄附の内訳

（ その９ ）

年　 月　 日

こ  の 頁 の 小 計

合　 　 計

金　 　 　 　 　 　 　 額政党匿名寄附を 受けた場所

（ ９ ） 政党匿名寄附の内訳

備　 考

円

金　 　 　 　 　 　 　 額

（ ８ ） 寄附のう ち寄附のあっせんによ る も のの内訳 寄附のあっ せん者の区分

・ 寄附収入のう ち、 寄附のあっ せんによ っ て集めら れた分を 再掲し ま す。

・ 寄附のあっ せん者の区分ごと に、 別葉で作成し てく ださ い。

・ 寄附のあっ せんによ る も のが、 年間５ 万円を 超える も のについては、 個別に記入し てく ださ い。

・ 「 その２ 」 の「 ２ 寄附（ 寄附のう ち寄附のあっ せんによ る も の） 」 に記載の額と 一致し ま す。

※ 政党・ 政党の支部以外の団体は匿名寄附を 受ける こ と は出来ま せん。

次の①～③に掲げる 要件のすべてを 満たし た寄附について記入し てく ださ い。

①政党又は政治資金団体に対し てする 寄附である こ と 。

②街頭又は一般に公開さ れる 演説会若し く は集会の会場において行われる 寄附である こ と 。

③１ 件あたり の金額が1, 000円以下の寄附である こ と 。

※ 該当がない場合は提出不要

※ 該当がない場合は提出不要



その１ ０ 　 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入のう ち特定パーティ ーの

　 　 　 　 　 対価に係る 収入の内訳

（ その１ ０ ）

特定パーティ ーの名称
対価の支払を
し た者の数

開　 催
年月日

開催場所

円

富山君を 励ま す会 1, 000 ○年△月□日　
富山市○○町1-10
□ホテル

こ の 頁 の 小 計

合 計

その１ １ 　 政治資金パーティ ーの対価に係る 収入の内訳

（ その１ １ ）

対価の支払をし た者
の氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

年月日

住所（ 団体にあって
は、

主たる 事務所の所在
地）

職業（ 団体にあって
は、 代表者の氏名）

円

富山県民協会○○支部 ○年△月□日　 砺波市○町１ －１ 砺波　 太郎

こ の 頁 の 小 計

合 計

その１ ２ 　 政治資金パーティ ーの対価に係る 収入のう ち対価の支払のあっ せん

　 　 　 　 　 によ る も のの内訳

（ その１ ２ ）

対価の支払のあっ せん者の氏名（ 団
体にあっ ては、 その名称)

提　 供
年月日

集めた
期　 間

住所（ 団体にあっては、
主たる 事務所の所在地）

職業（ 団体にあっ て
は、 代表者の氏名） 備考

円

魚津　 三郎 ○年△月□日 △月○日～□日 魚津市○町１ －１ 会社役員

こ の 頁 の 小 計

合 計

対価に係る 収入の金額

10, 000, 000

備　 考

（ １ ０ ） 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入のう ち特定パーティ ーの対価に係る 収入の内訳

230, 000
230, 000

金　 　 　 　 　 　 　 額

230, 000

（ １ ２ ） 政治資金パーティ ーの対価に係る 収入のう ち
対価の
　 　 　 　 支払のあっ せんによ る も のの内訳

政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 名 称 富山君を励ま す会

対 価 の 支 払 の あ っ せ ん 者 の 区 分 個人

250, 000

250, 000

250, 000

富山君を 励ま す会

政治団体

備　 考金　 　 　 　 　 額

（ １ １ ） 政治資金パーティ ーの対価に係る 収入の内訳
政 治 資 金 パ ー テ ィ ー の 名 称

対 価 の 支 払 を し た 者 の 区 分

10, 000, 000

10, 000, 000

同一の政治資金パーティ ーにおいて、 20万円を 超える （ 20万１ 円以上） パーティ ー券の購入者について、 パーティ ー別、 購入

者の区分別に記載し てく ださ い。

（その11）で記載した者のうち、あっせんによって集められた分を記入してください。

・ （ その３ ） に記載し た政治資金パーティ ーのう ち、 特定パーティ ー又は特定パーティ ーと なる と 見込ま れる も の

について、 再掲し てく ださ い。

※特定パーティ －と は、 政治資金パーティ ーのう ち、 当該政治資金パーティ ーの対価に係る 収入の金額が１ 千万円

以上である も のをいいま す。

パーティ ーの名称を記入し てく ださ い。

パーティ ー券購入者の区分を記入し てく ださ い。

パーティ ーの名称を記入し てく ださ い。

対価の支払のあっせん者の区分を 記入し てく ださ い。

※ 該当がない場合は提出不要

※ 該当がない場合は提出不要

※ 該当がない場合は提出不要



【 参考】 　 支出項目の分類基準表

（ 支出）

⑴ 総額を 記載し 、 内訳・ 領収書は不要

⑵

⑶

⑷

⑴
組織対策費、 大会費、 行事費、 渉外費、 交
際費など （ 選挙に関する も のを 除く 。 ）

⑵ 公認推薦料、 陣中見舞、 選挙対策費など

ア　 機関紙誌の発行
　 　 事業費

材料費、 印刷費、 荷造発送費、 原稿料、 発
行事業従事者の給与など

イ 　 宣伝事業費
遊説費、 新聞・ テレ ビ ・ ラ ジオの広告費、
ポス タ ー・ パン フ レ ッ ト の作成費、 宣伝用
自動車の購入・ 維持費など

ウ 　 政治資金パーティ ー
　 　 開催事業費

会場借上費、 記念品代、 講演諸経費
パーティ 名、 事業名など

エ　 その他の事業費
新年会・ 忘年会開催費、 講演会開催費、 バ
ザー開催費、 バス 旅行会開催費など

⑷ 研修会費、 資料費、 書籍購入費など

⑸ 寄附、 交付金、 会費など

⑹ 借入金返済、 貸付金など

政治団体の職員（ 機関紙誌の発行その他の事業に従事する 者を 除く 。 ） に支払われる 給料、 報酬、 扶養手当・ 通
勤手当・ 住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・ 労働保険料その他の各種保険料の類を いう 。

電気・ ガス ・ 水道の使用料及びこ れら の計器使用料等を いう 。

机、 椅子、 ロ ッ カー、 複写機、 自動車（ 事務所用に限る 。 ） 等の備品の類及び事務所用紙、 封筒、 筆記具等の事
務用品類、 新聞、 雑誌、 ガソ リ ン （ 事務所用自動車用） 等の消耗品の類の購入費をいう 。

事務所の借料損料（ 地代・ 家賃など ） 、 公租公課、 火災保険料等の各種保険料、 電話使用料、 切手購入費、 修繕
料、 政治資金監査報酬その他こ れら に類する 経費で、 事務所の維持に通常必要と さ れる も の。

①資金管理団体は、 内訳が必要（ ５ 万円
　 以上の支出には、 領収書等の写し を 添
　 付）
②国会議員関係政治団体は、 内訳が必要
　 （ １ 万１ 円以上の支出には、 領収書等
　 の写し を 添付）
③上記以外の団体は、 内訳・ 領収書等は
　 不要

内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容項目別区分小分類の例

２
　
政
治
活
動
費

当該政治団体の組織活動に要する 経費（ 選挙に関する も のを 除く 。 ） で、 例えば、 当該団体の大会費・ 行事費
（ 臨時に会費等を徴収し ないで実施し たも の） 、 組織対策費（ 当該団体の日常の政治活動を 行う 上で要する 経
費） 、 渉外費（ 他団体と の交渉、 意見交換の経費、 パーティ ーの会費など ） 、 交際費（ 慶弔等の儀礼的に支出す
る 経費など ） など 。

選挙に関し て支出さ れる 経費で、 例えば、 公認料・ 推薦料や陣中見舞と し て候補者又は出納責任者に寄付し たも
の。 その他選挙に関し て行われる 政治活動に要する 経費（ 選挙時の確認団体の政治活動費等） の類を いう 。 政治
団体への寄附は、 政治活動に関する 寄付と し て、 「 ⑸寄附・ 交付金」 に区分さ れる 。

材料費、 印刷費、 荷造発送、 原稿料、 機関紙誌の発行事業に従事する 者に支払われる 給与、 その他機関紙誌の発
行に要する 経費の類を いう 。

上記⑴～⑸に分類でき ない政治活動に要する 経費で、 例えば、 借入金の返済、 貸付金及び労務等の無償提供によ
る 寄附を 受けた場合の収入に対応する 「 金銭以外のも のによ る 寄附相当分」 の類をいう 。

組織活動費

選挙関係費

機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する 経費（ 選挙に関する も のを 除く 。 ） で、 例えば、 遊説費、 新聞・
ラ ジオ・ テレ ビ 等の広告料、 ポス タ ー・ ビ ラ ・ パン フ レ ッ ト ・ 団体の看板等の作成費、 ホーム ページ関係費、 宣
伝用自動車の購入費用・ 維持費の類を いう 。

政治資金パーティ ーの開催に要し た経費を いい、 例えば、 会場借上費、 記念品代、 講演者への謝礼等の講演会に
要し た経費など でパーティ ー毎に別葉にま と める 。

会費や売上など 「 ３ 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入」 に掲げた事業に要し た経費で、 ア、 イ 、 ウ 以外の
事業について事業毎に別葉にま と める （ 催し た事業のために会費を徴収し たも の） 。

政治活動のために行う 調査研究に要する 経費で、 例えば、 研修会費、 資料費、 書籍購入費、 翻訳代の類を いう 。

当該団体以外の政治団体等への政治活動に関する 寄付・ 会費・ 賛助金、 当該政治団体の本部又は支部の関係にあ
る 団体間（ 政党を含む。 ） で、 本部又は支部に供与し た交付金、 会費、 負担金の類を いう 。
選挙に関し て候補者（ 又は出納責任者） に支出さ れる 経費は、 「 ⑵選挙関係費」 であ る 。

⑶
　
機
関
紙
誌
の
発
行

　
そ
の
他
の
事
業

調査研究費

人件費

項　 　 　 目

１
　
経
常
経
費

寄附・ 交付金

その他の経費

光熱水費

備品・ 消耗品費

事務所費



その１ ３ 　 支出項目別金額の内訳（ 総括表）

（ その１ ３ ）

　 ３ 　 支出項目別金額の内訳

項　 　 目 備　 　 　 考

１ 　 経　 常　 経　 費
円

　 ( 1) 人　 　 件　 　 費

　 ( 2) 光　 熱　 水　 費

　 ( 3) 備品・ 消耗品費

　 ( 4) 事　 務　 所　 費

小　 　 　 計

２ 　 政治活動費

　 ( 1) 組織活動費 100, 000

　 ( 2) 選挙関係費

　 ( 3) 機関紙誌の発行その他の事業費

　 　 ア機関紙誌の発行事業費

　 　 イ 宣伝事業費

　 　 ウ 政治資金パーティ ー開催事業費

　 　 エその他の事業費

　 ( 4) 調査研究費

　 ( 5) 寄附・ 交付金 1, 200, 000

　 ( 6) その他の経費

小　 　 　 計 1, 300, 000

合　 　 　 　 　 計 ※１ 　 当該政治団体の本部又は支部に対し て供与し た

　 　 当交付金に係る 支出については、 項目ごと にその

　 　 額を「 備考」 に併せて記載する こ と 。

7, 767, 100

650, 000

11, 714, 750

15, 114, 750

900, 000

6, 117, 100

100, 000

380, 000

1, 200, 000

1, 300, 550

1, 300, 000

3, 400, 000

700, 000

367, 100

金　 　 　 　 　 　 　 額

（ １ ） 支出の総括表

1, 200, 000

600, 000

300, 000
経常経費の支出がある 場合、 資金管理団体及び

国会議員関係政治団体は、 項目ごと に内訳

（ その14） の提出が必要です。

人件費は、 内訳（ その14） の作成は不要です。

※ 支出がある 場合は提出が必要

（ ０ 円の場合のみ提出不要）

政治活動費の支出がある 場合、 全団体

が、 項目ごと に（ その15） の提出が必

要です。

（その16）に記載した金額を、支出項目

ごとに記入してください。

「 経常経費の小計」 ＋「 政治活動費の小計」



その１ ４ 　 経常経費（ 人件費を 除く 。 ） の内訳

（ その１ ４ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

円

電話使用料（ ○月分） ○. ×. △ ○○電話（ 株） 富山市新総曲輪３

電話使用料（ ○月分） ○. ×. △ 〃 〃

電話使用料（ ○月分） ○. ×. △ 〃 〃

電話使用料（ ○月分） ○. ×. △ 〃 〃

電話使用料（ ○月分） ○. ×. △ 〃 〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ５ 　 政治活動費の内訳

（ １ ） 組織活動費

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

総会会場借上費 ○. ×. △ （ 株） ○○会館

　 〃　 食事代 ○. ×. △ （ 株） △△ホテル

　 〃　 資料印刷代 ○. ×. △ □□印刷（ 株）

婦人部大会会場費 ○. ×. △ ××会館（ 株）

　 〃　 食事代 ○. ×. △ □□ホテル（ 株）

　 〃　 資料印刷代 ○. ×. △ ××印刷（ 高岡太郎）

組織活動交付金 ○. ×. △ 富山県民協会○×支部

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

1, 300, 000

263, 280
1, 036, 720

（ ３ ） 政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費　 （ 　 　 大会費 　 ）

金　 　 　 　 　 　 　 額

（ ２ ） 経常経費（ 人件費を 除く 。 ） の内訳 項目別区分

金　 　 　 　 　 　 　 額

52, 000

事務所費

備　 考

50, 150
53, 300
51, 340
56, 490

90, 000
65, 000

110, 000

65, 000
110, 000

90, 000
100, 000

630, 000
70, 000

700, 000

富山市丸の内１ －△

　 〃　 桜町２ －△

高岡市広小路７ －□

富山市○○町１ －２

支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

　 〃　 新総曲輪○-●

富山市丸の内１ －△

　 〃　 西町１ －△

※ 資金管理団体及び国会議員関係政治団体で、 該当と なる 支出がある 場合のみ提出が必要

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

・ 資金管理団体又は国会議員関係政治団体に指定さ れていた期間が、 報告年の１ 月１ 日から 12月31日ま での間の一部の期間のみ

であった場合、 指定さ れていなかった期間については記載不要です。

（ その13） の項目別区分（ 「 光熱水費」 「 備品・ 消耗品費」

「 事務所費」 ） ごと に作成し てく ださ い。 （ P11参照）

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

「組織活動費（○○○）」と記入してください。

○○○には、その他の事業費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例）大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費 等 （P11参照）

※ 組織活動費を支出し た場合は提出が必要

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

支部（ 政治団体の届出をし ている 支部に限る 。 ） に交付し た政治活動費は、 （ その16） に再掲し てく ださ い。



その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ２ ） 選挙関係費

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

寄附 ○. ×. △ 富山　 太郎

選挙事務所の提供 ○. ×. △ 〃 無償提供

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ３ ） 機関紙誌の発行その他の事業費　 （ ア　 機関紙誌の発行事業費）

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

国政報告（ 冬号） ○. 1. 1 ○○印刷（ 株）

国政報告（ 春号） ○. 4. 1 〃

国政報告（ 夏号） ○. 7. 1 〃

国政報告（ 秋号） ○. 10. 1 〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

選挙関係費　 （ 　 　 陣中見舞 　 ）

金　 　 　 　 　 　 　 額

200, 000
100, 000

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分

支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

富山市新総曲輪1-7

〃

600, 000
50, 000

650, 000

150, 000 富山市●町１ －２

150, 000 〃

150, 000 〃

150, 000 〃

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

機関紙誌の発行事業費（ 印刷費）

300, 000
67, 100

367, 100

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「その他の事業費（○○○）」と記入してください。

○○○には、その他の事業費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例）陣中見舞、研修費 等 （P11参照）

「機関紙誌の発行事業費（○○○）」と記入してください。

○○○には、機関紙誌の発行事業費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例） 材料費、印刷費、荷造発送費、原稿料 等 （P11参照）

※ 選挙関係費を支出し た場合は提出が必要

※ 機関紙誌の発行事業費を支出し た場合は提出が必要

候補者の選挙運動に際し 、 無償提供し たも の（ 選挙事務所や労務等） があれば、 備考欄に「 無償提供」 と 記入し たう えで計上し てく だ

さ い。



その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ３ ） 機関紙誌の発行その他の事業費　 （ イ 　 宣伝事業費）

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

ポス タ ー印刷費 ○. 1. 1 ○○印刷（ 株）

ポス タ ーデザイ ン費 ○. 4. 1 ○○新聞社（ 株）

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ３ ） 機関紙誌の発行その他の事業費　 （ ウ 　 政治資金パーティ ー開催事業費）

（ その１ ５ ）

政治資金パーティ ー開
催事業費

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

会場借上げ費 ○. ×. △ ○○ホテル

飲食費 ○. ×. △ ○○飲食

講師謝礼

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

300, 000 富山市●町１ －２

50, 000 富山市△町１ －３

（ 富山君を励ま す会）
△月□日開催

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

500, 000 富山市●町１ －２

支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

宣伝事業費（ ポス タ ー作成費）

5, 500, 000 富山市△町１ －３

50, 000

（ ３ ） 政治活動費の内訳

67, 100
6, 117, 100

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分

金　 　 　 　 　 　 　 額

6, 050, 000

　 項目別区分

350, 000
550, 000
900, 000

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

政治資金パーティ ーは、 １ 開催ごと に別葉で作成し てく ださ い。 （ パー

ティ ー名、 開催日時を記載し てく ださ い。 ）

「宣伝事業費（○○○）」と記入してください。

○○○には、宣伝事業費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例） 遊説費、新聞・テレビ・ラジオの広告費 等 （P11参照）

※ 宣伝事業費を支出し た場合は提出が必要

「政治資金パーティー開催事業費（○○○）」と記入してください。

○○○には、開催した政治資金パーティーの名称及び日付を記入してください。 （P11参照）

※ 政治資金パーティ ーを開催し た場合は提出が必要



その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ３ ） 機関紙誌の発行その他の事業費　 （ エ　 その他の事業費）

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を 受けた者の氏名（ 団
体にあっては、 その名称） 備　 考

円

飲食費 ○. 12. 1 レ ス ト ラ ン○○

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ４ ） 調査研究費

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を受けた者の
氏名（ 団体にあっ
ては、 その名称）

備　 考

円

交通費（ ○○研修会） ○. ×. △ ○○交通㈱

交通費（ ××研修会） ○. △. × 〃

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

〃

110, 000 富山市△町１ －３

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分 調査研究費　 （ 　 研修会費　 ）

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を受けた者の住所
（ 団体にあっては、 主
たる 事務所の所在地）

その他の事業費（ 忘年会）

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を 受けた者の住所（ 団体にあっ て

は、 主たる 事務所の所在地）

70, 000 富山市●町１ －２

100, 000

380, 000

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分

70, 000

30, 000

230, 000

150, 000

120, 000

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を 提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「調査研究費（○○○）」と記入してください。

○○○には、調査研究費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例） 研修会費、資料費、書籍購入費 等 （P11参照）

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

・ 会費を徴収し て実施し た催し に係る 支出を計上し てく ださ い。

（ その３ ） 「 機関紙誌の発行その他の事業によ る 収入」 で記載のある 事業の支出と なり ま す。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「その他の事業費（○○○）」と記入してください。

○○○には、その他の事業費の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

（例） 新年会・忘年会開催費、講演会開催費 等 （P11参照）

※ その他の事業費を 支出し た場合は提出が必要

※ 調査研究費を支出し た場合は提出が必要



その１ ５ 　 組織活動費の内訳

（ ５ ） 寄附・ 交付金

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を 受けた者の氏名（ 団
体にあっては、 その名称）

備　 考

円

交付金 ○. ×. △ 富山県民協会○×支部

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ５ 　 組織活動費の内訳（ ６ ） その他の経費

（ その１ ５ ）

支出の目的 年月日
支出を 受けた者の氏名（ 団
体にあっては、 その名称） 備　 考

円

借入金の返済 ○. ×. △ 高岡　 次郎

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

その１ ６ 　 本部又は支部に対し て供与し た交付金に係る 支出の内訳

（ その１ ６ ）

支　 出　 項　 目 年月日
交付金の供与を受けた本
部又は支部の名称

備　 考

円

組織活動費 ○. ×. △ 富山県民協会○×支部

寄附・ 交付金 ○. ×. △ 富山県民協会○×支部

こ の 頁 の 小 計

合 計

　 項目別区分 その他の経費　 （ 　 借入金返済　 ）

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を 受けた者の住所（ 団体にあっ て

は、 主たる 事務所の所在地）

550
1, 300, 550

（ ３ ） 政治活動費の内訳

1, 300, 000 高岡市△町１ －３

1, 300, 000

1, 200, 000
1, 200, 000

（ ４ ） 本部又は支部に対し て供与し た交付金に係る 支出の内訳

1, 200, 000 富山市○○町１ －２

100, 000 富山市○○町１ －２

金　 　 　 　 　 　 　 額 主たる 事務所の所在地

（ ３ ） 政治活動費の内訳 　 項目別区分 寄附・ 交付金　 （  　 交付金 　 ）

金　 　 　 　 　 　 　 額
支出を 受けた者の住所（ 団体にあっ て

は、 主たる 事務所の所在地）

1, 200, 000 富山市○○町１ －２

1, 200, 000

1, 200, 000
0

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を 合算し て記入し てく ださ い。

・ 全支出のう ち、 政治団体の本部や支部へ支出し たも のについて、 その内容を 記入し てく ださ い。

（ 原則、 （ その14・ 15） の該当部分の再掲になり ま す。 ）

・ こ の様式は、 １ 円以上の全ての支出について記入する 必要があ る ので、 （ その14・ 15） でその他の支出に計上し ていたも のに

ついても 記入し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「その他の経費（○○○）」と記入してください。

○○○には、寄附・交付金の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。 （例） 借入金返済、貸付金 等 （P11参照）

（ その14） （ その15） のう ち、 該当する も のを 再掲する 。

・ 本部又は支部への交付金がある 場合は、 こ の様式のほかに（ その16） の提出が必要です（ 内容はこ の様式の再掲） 。

・ その他の政治団体への寄附金は、 項目別区分を（ 寄附金） と し て別葉で提出し てく ださ い。

・ 支出が５ 万円以上（ 国会議員関係政治団体は１ 万１ 円以上） の場合は、 必ず領収書の写し を提出し てく ださ い。

・ 振込手数料はその他の支出に計上し てく ださ い。

「 その他の支出」 には、 １ 件５ 万円未満（国会議員関係政治団体は１件１

万円以下）の支出を合算し て記入し てく ださ い。

「寄附・交付金（○○○）」と記入してください。

○○○には、寄附・交付金の内容を小分類ごとに別葉で記入してください。

※ 寄附・ 交付金を支出し た場合は提出が必要

※ その他の経費を支出し た場合は提出が必要

※ 該当と なる 支出がある 場合は提出が必要



その１ ７ 　 資産等の状況

（ その１ ７ ）

１ 　 資産等の総括表

有 無 備考

ア □ ☑

イ □ ☑

ウ □ ☑

エ ☑ □

オ □ ☑

カ □ ☑

キ □ ☑

ク □ ☑

ケ □ ☑

コ □ ☑

サ □ ☑

シ □ ☑

その１ ８ 　 資産等の項目別内訳

（ その１ ８ ）

２ 　 資産等の項目別内訳

支 払 わ れ た 金 額 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 敷 金

自動車 ３ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 　 R3. 4. 1 　 １ 台

取 得 の 価 格 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 施 設 の 利 用 に 関 す る 権 利

借 入 先 ご と の 残 高 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 借 入 金

資産等の内訳 エ　 取得の価格が100万円を 超える 動産

資産等の状況

　 資　 　 産　 　 等　 　 の　 　 有　 　 無

摘　 　 　 　 要 金　 　 　 　 　 額 年　 月　 日 備　 　 　 考

資　 産　 等　 の　 項　 目　 別　 区　 分

土 地

建 物

建 物 の 所 有 を 目 的 と す る 地 上 権 又 は 土 地 の 賃 借 権

取 得 の 価 格 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 動 産

預 金 （ 普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 除 く 。 ） 又 は 貯 金 （ 普 通 貯 金 を 除 く 。 ）

金 銭 信 託

有 価 証 券

出 資 に よ る 権 利

貸 付 先 ご と の 残 高 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 貸 付 金

「有」の場合は、（その１８）の提出が必要

※ 全団体提出が必要

※ （ その17） で"有"にし た項目があれば、 項目別区分ごと に、 提出が必要

（その17）ア～シの項目別区分ごとに記入してください。

その他の項目別区分は、 次ページ"資産等の記載方法一覧表"参照

該当する方にチェックを入れてください。



ア 土 地
土地の所在を 「 ○○市１ -２ -３ 」 と
いう よ う に記載し てく ださ い。

土地の面積と 取得年月日を 記載し て
く ださ い。
（ 例 △㎡　 令和○年1月1日）

イ 建 物
建物の所在地を 「 ○○市１ -２ -３ 」
と いう よ う に記載し てく ださ い。

建物の面積と 取得年月日を 記載し て
く ださ い。
（ 例 △㎡　 令和○年1月1日）

ウ 建 物 の 所 有 を 目 的

と す る 地 上 権 又 は

土 地 の 貸 借 権

エ 動 産
取得価格が１ ０ ０ 万円を 超える 動産
の品目を 、 「 自動車」 「 絵画」 「 応
接セッ ト 」 等と 記載し てく ださ い。

品目の数量と 取得年月日を 記載し て
く ださ い。

オ 預 金 ま た は 貯 金 「 残高」 と 記載し てく ださ い。 年月日の記載は不要です。

カ 金 銭 信 託 「 金銭信託」 と 記載し てく ださ い。 設定年月日を 記載し てく ださ い。

キ 有 価 証 券
「 国債」 「 株式」 「 社債」 等と 記載
し てく ださ い。

銘柄、 数量及び取得年月日を 記載し
てく ださ い。
（ 例 ○株式会社発行株式（ 1000株）
令和○年1月1日取得）

ク 出 資 に よ る 権 利
出資先を 「 ○合名会社」 「 △合資会
社」 等と 記載し てく ださ い。

出資年月日を 記載し てく ださ い。

ケ 貸 付 金
貸付先ごと の残高が100万円を 超える
も のご と に貸付先を 個別に記載し て
く ださ い。

年月日の記載は不要です。

コ 敷 金
支払われた金額が100万円を 超える 敷
金の支払先を 記載し てく ださ い。

支払年月日を 記載し てく ださ い。

サ 施 設 の 利 用 に
関 す る 権 利

シ 借 入 金
借入先ごと の残高が100万円を 超える
も のご と に借入先を 記載し てく ださ
い。

年月日の記載は不要です。

【 参考】 資産等の記載方法一覧表

取得価格が100万円を 超える 施設の種
類を 「 ゴルフ 場会員権」 「 ス ポーツ
ク ラ ブ会員件」 等と 記載し てく ださ
い。

施設の名称と 取得年月日を 記載し て
く ださ い。
（ 例 乙会員制ス ポーツ ク ラ ブ　 令和
○年1月1日）

「 建物の所在地（ 地上権） 」 「 土地
の所在地（ 貸借権） 」 と いう よ う に
記載し てく ださ い。

面積と 取得年月日を 記載し てく ださ
い。
（ 例 △㎡　 令和○年1月1日）

資産等の種類 備　 考　 欄摘　 要　 欄



領収書等の写し を添付でき ない場合　 （ １ ） 領収書等を徴し 難かった支出の明細書

第１ ５ 号様式（ 第９ 条関係）

項　 目 摘　 要

円

備品・ 消耗品費 プリ ン タ ート ナー代 R○. 5. 1 銀行振込のため

組織活動費 お祝い金 R○. 5. 2 社会通念上領収書を徴し 難いため

選挙関係費 選挙事務所の提供 R○. 5. 3 無償提供のため

　 富山県民協会

　 高岡　 二郎　 　 　 　 　 　 　 　

( 注１ )   ｢項目｣ 欄には、 （ その14） ・ （ その15） の「 項目別区分」 を記載し てく ださ い。 　 例： 組織活動費、 宣伝事業費、 寄附・ 交付金など

( 注２ )   ｢摘要｣ 欄には、 （ その14） ・ （ その15） の「 支出の目的」 を記載し てく ださ い。

( 注３ )  「 会計責任者の氏名」 欄は、 記名押印又は署名と し 、 署名は必ず会計責任者本人が自署し てく ださ い。

領収書等の写し を添付でき ない場合　 （ ２ ） 振込明細書に係る 支出目的書

第16号様式（ 第９ 条関係）

（ 備考）

１ 　 こ の用紙の大き さ は、 日本産業規格Ａ 列４ 番と し てく ださ い。

２ 　 「 支出の項目」 欄には、 （ その14） ・ （ その15） の「 項目別区分」 を記載し てく ださ い。

　 　 　 　 例： 組織活動費、 宣伝事業費など

３ 　 「 摘要」 欄には、 （ その14） ・ （ その15） の｢支出の目的｣を 記載し てく ださ い。

４ 　 支出の目的ごとに別葉としてください。

５ 　 支出の目的に対応する振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写したものに限る）と併せて提出してください。

政治団体の名称 　 富山県民協会

50, 000
50, 000
50, 000

振　 込　 明　 細　 書　 に　 係　 る 　 支　 出　 目　 的　 書

支　 　 出　 　 の　 　 目　 　 的

項　 　 　 目 摘　 　 　 要

宣伝事業費 ポス タ ーデザイ ン 費

領収書等を 徴し 難かっ た支出の明細書

政 治 団 体 の 名 称

会計責任者の 氏名

年月日

支出の目的

領収書等を 徴し 難かっ た事情金　 　 　 額

支出が５万円以上（国会議員関係政治団体は１万１円以上）の場合で金融機関の振り込みを利用し、領収書に替えて「振込明細書の写

し」を用いる場合は、本様式（第16号様式）又は本頁上段の「領収書等を徴し難かった支出の明細書」（第15号様式）のいずれかを添付

するか、もしくは振込明細書に支出の目的が記載されている必要があります。

「項目」は、（その14）又は（その15）の「項目別区分」に、「摘要」は、「支出の目的」にそれぞれ対応します。

慶弔費の支払いや、銀行振り込みの場合など、一般に領収書が発行されにくい支出のうち、５万円以上（国会議員関係政治団体は１万

１円以上）の場合に、本様式（第15号様式）を添付してください。

なお、金融機関での振り込みの場合には、本様式の他、本頁下段「振込明細書に係る支出目的書」（第16号様式）又は支出の目的が記

載された振込明細書の写しの添付によることも可能です。

※領収書の紛失は「領収書を徴し難かった」理由には該当しませんので。必ず領収書の「再発行」を受けてください。

押印は省略することも可能です。

省略する場合、本人確認（代理人提出の場合は

委任状も）が必要になります。
高

岡



その１９　不動産の利用の現況

（その１９）

３　不動産の利用の現況

使用者と当該資金管理団
体及びその代表者との関
係

その２０　宣誓書

（その２０）

添　付　書　類（別添のとおり）

☑　１　領収書等の写し

□　２　監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

☑　３　政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

☑　４　確認書（国会議員関係政治団体に限る。）

　この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和 ○ 年　○　月　○　日

政 治 団 体 の 名 称 富山県民協会

会計責任者の氏名 高　岡　　二　郎

※ 代 表 者 の 氏 名

（備考）「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

　　　　※政治団体が解散した場合には、解散年に係る本様式の「※代表者の氏名」欄にも記名押印又は本人が署名をすること。

宣　　　誓　　　書

　不 動 産 の 内 訳

利　　　用　　　の　　　現　　　況

用　　途

事 務 所 以 外 の 用 に 供 し て い る 場 合

使用者ごとの用途 使用者ごとの使用面積
使用者ごとの使用の対
価の価額

摘　　要

項目別区分

国会議員関係政治団体は、政治資金監査報告書の

日付と同日か後の日付を記入してください。

解散の場合のみ記入してください。

（継続団体は記入不要）

資金管理団体で、平成19年８月６日以前から取得、保有する「土地」もしくは「建物」の不動産がある場合のみ、記

載が必要です。

（平成19年８月６日以後、資金管理団体が、新規に土地もしくは建物の所有権または建物の所有を目的とする地上

権もしくは土地の貸借権を取得し、又は所有することが原則として禁止されているため、この様式は原則として全団

体作成不要です。）

※ 全団体提出が必要

（その14）又は（その15）に係る領収書等の写しを添付して

いるときは、□にチェックをしてください。

国会議員関係政治団体は、□にチェックをしてください。

※ 該当がない場合は提出不要

押印は省略することも可能です。

省略する場合、本人確認（代理人提出の

場合は委任状も）が必要になります。

高

本県は該当の団体はありません。



第29号様式（第15条の２関係）

　政治資金規正法第19条の11の２第１項の規定により、令和 ○ 年　１２　月 ３１ 日における預金又は貯金の口座の残高の額について、次のとおり確認

しました。

金融機関名 支店名 預貯金の種別 口座番号 口座名義人

○○銀行 本店 普通預金 1234567 富山　太郎

××銀行 △△店 普通預金 9876543 富山　太郎

□□信用金庫 ★★店 普通貯金 3219876 富山　太郎

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２　この残高確認書は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在における預金又は貯金の口座の残高の額を記載すること

３　保有する全ての預金又は貯金の口座について、残高の額を記載すること。

４　「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自著すること。

５　預金又は貯金の残高を証する書面であって当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の

　状況を示す書類をこの残高確認書に添付すること。

記

残高確認書

政 治 団 体 の 名 称 富山県民協会

会 計 責 任 者 の 氏 名 高岡　次郎

合計 ６,７６５,４３１円

預金又は貯金の口座
残高の額

１２３,４５６円

９８,７６５円

６,５４３,２１０円

㊞

※ 国会議員関係政治団体のみ提出が必要

押印は省略することも可能です。

省略する場合、本人確認（代理人提出の

場合は委任状も）が必要になります。
高
岡

記載日時点における保有する預貯金口座

のすべてについて記載すること。



第30号様式（第15条の２関係）

１.収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額

２.残高確認書に記載された残高の額の合計額

３.１と２の金額の差額

４.１と２の金額が一致しない理由（差額の理由）

（備考）

１.　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

□□□円

▲円

２.　「１と２の金額が一致しない理由」欄には、「○年12月31日（（注）解散等の場合には、その日）時
　　点において、△円の手持ち資金を現金で保有していたため。」、「□件△円分のクレジットカードを
　　利用した支出に係る口座振替は年を越えて行われたため。」など具体的に記載すること。

３.　「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

□件△円分のクレジットカードを利用した支出に係る口座振替は年を越えて行
われたため。

○○○円

月 ４ 日

政 治 団 体 の 名 称 富山県民協会

会計責任者の氏名 高岡　次郎 ㊞

　政治資金規正法第19条の11の２第１項の規定による確認の結果、収支報告書に記
載すべき翌年への繰越しの金額が残高確認書に記載された残高の額の合計額と一致
しないため、同条第２項の規定により、その旨及びその理由を次のとおり説明しま
す。

記

差 額 説 明 書

令和 ○ 年 １

※ 国会議員関係政治団体のみ提出が必要
（国会議員関係政治団体が作成した政治資金収支報告書における翌年

への繰越額と残高確認書記載の残高が一致しない場合に作成する）

押印は省略することも可能です。

省略する場合、本人確認（代理人提出の

場合は委任状も）が必要になります。

高
岡

理由は具体的に記入してください。



第31号様式（第16条関係）

政 治 資 金 監 査 報 告 書

様

１  監査の概要

２  監査の結果

３  業務制限

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

２　「登録政治資金監査人」欄は、登録政治資金監査人本人が自署すること。

３　政治資金監査報告書は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する

具体的な指針に基づき、作成すること。

令和 年 月 日

国会議員関係政治団体の名称

研 修 終 了 年 月 日 　令和　　年　　月　　日

代表者の氏名

登録政治資金監査人

登 録 番 号 第　　　　　　　　　号

※ 国会議員関係政治団体のみ提出が必要



第32号様式（第17条の２関係）

（備考）

１.　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

４.　上記のほか、特記すべき事項がある場合には記載すること。

政 治 団 体 の 名 称 富山県民協会

代表者の氏名（署名） 富山　太郎

２.　署名は必ず代表者本人が自署すること。ただし、心身の故障その他の事由により署名すること
　　ができないときは、記名押印をもって自署に代えることができる。

３.　「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示され、収支報告書が政治資金規正法の
規定に従って作成されていることについて説明を受けました。
　私は、私が政治資金規正法第19条の12の３の規定に基づき随時又は定期に行った
会計帳簿等の保存、会計帳簿への記載及び会計責任者が当該会計帳簿を備えている
ことに関する確認の結果、同法第19条の14の２第１項の規定による会計責任者から
の説明の内容並びに登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書に基づき、
会計責任者が、収支報告書に記載すべき事項を記載しており不記載や虚偽の記入が
なく、収支報告書を政治資金規正法の規定に従って作成していることを確認しまし
た。

令和 ○ 年 １ 月 31 日

確　認　書

　私は、会計責任者である 高 岡 次 郎 から、令和 ○ 年 1 月 31 日に、収支

※ 国会議員関係政治団体のみ提出が必要
（国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した政治資金収支報告

書の内容を、当該団体の代表者が確認した際に作成。）

必ず代表者本人が自署ください。



１　寄附金（税額）控除を受けるための要件

　⑴　個人からの政治活動に関する寄附であること。

　⑵　寄附が収支報告書により総務大臣又は県選挙管理委員会に報告されていること。

　⑶　次のいずれかに対する寄附であること。

　　①　政党、政党の支部及び政治資金団体

　　④　特定公職の候補者の選挙運動

　⑷　寄附が、法に違反していないこと及び寄附者に特別の利益が及ぶものでないこと。

２　控除の対象となる寄附

　⑴　当該議員が現職の期間中になされた寄附が対象。

　⑵　選挙に立候補した場合は、当該選挙に立候補した年とその前年になされた寄附が対象。

　⑶　現職の議員が立候補しなかったときは、その議員の任期中になされた寄附が対象。

　

３　手　続（番号順）

④

所　轄
税務署

総務大臣、都道府県の選挙管理
委員会は、書類と収支報告書を
確認する

会計責任者に
書類を返す

⑤

（

寄
附
金
控
除
）

（

税
額
控
除
）

（

確
定
申
告
）

総務大臣・都道府県の選挙管理
委員会へ、「収支報告書」及び
「寄附金（税額）控除のための
書類」を提出

⑧ ⑦ （確

認
⑥

書）

（寄附） ・政党・政治資金団体
・現職の国会議員が主宰、または主
　要な構成員となっている団体
・国会議員、都道府県の知事
　・議員の後援団体
・国会議員、都道府県の知事
　・議員の選挙運動

会計責任者が
　⑴　「収支報告書」に記載
　⑵　「寄附金（税額）控除
　　　のための書類」を作成

個人

③

　　　※ただし、特定公職の候補者のうち現職でない者の場合は、その候補者が立候補した年
　　　　及びその前年分だけが対象となる。

　⑸　令和８年１月１日以後にされた寄附にあっては、公職の候補者が、政党の支部で選挙区
　　の区域又は選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、そ
　　の代表者が当該公職の候補者であるものに対してする寄附でないこと。

【参考】寄附金（税額）控除のための書類について

　課税上の優遇措置の適用を受ける団体への個人からの寄附について、寄附者が所得税の優遇措置
を受けるためには、収支報告書に記載した「個人からの寄附」の内訳一件ごとに、「寄附金（税
額）控除のための書類」を団体が作成し、添付する必要があります。

　「寄附金（税額）控除のための書類」の記載方法については、次ページの記載例を参照してくだ
さい。

　　②　現職の国会議員が主宰し、又はその主要な構成員となっている政治上の主義、施策の
　　　推進、支持、反対を本来の目的とする団体

　　③　特定公職（国会議員、都道府県の知事・議員）の候補者の推薦・支持を本来の目的と
　　　する団体

① ②



年 3 月 18 日 100, 000 円 年 月 日 円

年 3 月 30 日 100, 000 円 年 月 日 円

年 月 日 円 年 月 日 円

年 月 日 円 年 月 日 円

（政治団体への寄附の場合）

年 月 日

（選挙運動に関しなされた寄附の場合）

年 月 日

住 所

【 参考】 　 寄附金（ 税額） 控除のための書類（ 記載例）

選挙

公 職 の 候 補 者

(1) 公 職 の 候 補 者 の 氏 名

(2)上 記(1)の者が立候補した
選 挙 名 及 び 立 候 補 年 月 日

選挙

租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条 の 18
第 １ 項 第 ３ 号 該 当 の 場 合

そ の 団 体 の 主 宰 者 又 は
主 要 な 構 成 員 で あ る
国 会 議 員 の 氏 名

租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条 の 18
第 １ 項 第 ４ 号 該 当 の 場 合
（ 同 号 イ 該 当 の 場 合 は （ ２ ） の
記 載 は 必 要 あ り ま せ ん 。 ）

(1) そ の 団 体 が 推 薦 し 又 は
支 持 す る 者 の 氏 名 富山　 太郎

(2) 上 記 (1) の 者 が 立 候 補
した選挙名及び立候補年月日

名 称 富山県民協会

所 在 地 富山市新総曲輪１ -７

団 体 の 区 分 １． 　政党又は政治資金団体 ２． 左記以外の特定の政治団体

寄 附 の 内 訳

年　　月　　日 金　　　　額 年　　月　　日 金　　　　額

R○

R○

寄 附 金 の 額 ￥２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

寄 附 の 年 月 日 年　　　　　月　　　　日　　　　　　　

寄附金（税額）控除のための書類

　　　この寄附金は、政治資金規正法第１２条若しくは第１７条又は公職選挙法第１８９条の規定による
　　報告書により報告されたものです。

寄 附 を し た 者
氏　　　　　名 砺波　 一雄

住　　　　　所 南砺市城端123

各寄附者について、（その７）の記載内容と一致させてください。

必ず、"¥" をつけてください。

同一人物が、日を違えて寄附をした場合は、

寄附日ごとに「寄附の内訳」に計上し、上段"

寄附金の額"欄に合計額を記入してください。

（その１）収支報告書表紙の記載と一致します。

「被推薦書」又は「国会議員関係政治団体に該当する旨

の通知」を提出している団体は記入してください。

（政党の支部は記入不要です。）
現職の場合は記入不要です。

該当する 区分の番号を ○で囲んでく ださ い。

寄附を複数回受領した場合、この欄は空欄に

し、"寄附の内訳"欄に記入してください。



※表中"法"は"政治資金規正法"、 "公選法"は"公職選挙法"

種
類

１ 　 政治団体設立届（ 法６ ）
（ 第１ 号様式）

２ 　 届出事項等の異動届（ 法７ ）
（ 第４ 号様式）

３ 　 政治団体解散届（ 法17）
（ 第10号様式）

４ 　 収支報告書（ 法12）
（ 法19の10）

届
出
事
項

①政治団体を 組織し たこ と 。
②政治団体と なっ たこ と 。

次の届出事項のいずれれかに異動があっ たこ
と 。
①政治団体の目的、 ②政治団体の名称、 ③主た
る 事務所の所在地、 ④主たる 活動区域、 ⑤代表
者、 ⑥会計責任者、 ⑦会計責任者の職務代行
者、 ⑧国会議員関係政治団体の区分、 ⑨規約、
⑩その他こ れら に類する も の

①政治団体を 解散し たこ と 。
②目的の変更等によ り 政治団体でなく なっ た
　 こ と 。

毎年12月31日現在で、 当該政治団体のその年に
おける すべての収入およ び支出について報告す
る こ と 。

届
出
期
限

組織し た日、 政治団体と なっ た日又は第19条の
７ 第１ 校第２ 号に該当する 場合は国会議員関係
政治団体に該当する 旨の通知を 受けた日から …

７ 日以内

異動があっ た日又は法第19条の７ 第１ 項第２ 号
に係る 国会議員関係政治団体に該当する 旨の通
知、 国会議員関係政治団体に該当し なく なっ た

旨の通知を 受けた日から …７ 日以内

解散し た日又は政治団体でなく なっ た日から

…30日以内
※国会議員関係政治団体は60日以内

 翌年の３ 月31日ま で。
 ※国会議員関係政治団体は５ 月31日ま で。

添
付
書
類

（ 全団体対象）
　 ①綱領、 規約その他こ れら に類する も の
（ 政党の支部のみ対象）
　 ①支部証明書
　 ②政党の状況等に関する 届
（ 寄附金控除を 受けよ う と する 団体のみ対象）
　 ①被推薦書（ 県知事又は県議会議員に係る 後
　 　 援団体）
　 ②国会議員関係政治団体に該当する 旨の通知
　 　 （ 国会議員に係る 後援団体）

（ 異動事項に応じ て）
　 ①支部証明書（ 政党の支部で、 ①政治団体の
　 　 名称、 ②主たる 事務所の所在地、 ③主たる
　 　 活動区域のいずれかの異動の場合）
　 ②政党の状況等に関する 届（ 政党の支部で、
　 　 「 政治団体の名称」 の異動の場合）
　 ③被推薦書又は国会議員関係政治団体に該当
　 　 する 旨の通知（ 新たに寄付金控除を 受けよ
　 　 う と する 団体の場合）
　 ④国会議員関係政治団体に該当し なく なっ た
　 　 旨の通知

収支報告書（ 解散し た日又は政治団体でなく
なっ た日現在のも の）

※国会議員関係政治団体は政治資金監査報告
　 書を 添付する 。

①国会議員関係政治団体は１ 件１ 万１ 円以上の
　 全支出（ 人件費除く ） についての領収書等の
　 写し 及び政治資金監査報告書。
②資金管理団体は１ 件５ 万円以上の全支出（ 人
　 件費除く ） についての領収書等の写し 。
③その他の政治団体は政治活動費に係る １ 件５
　 万円以上の支出についての領収書等の写し 。
※領収書等はコ ピ ーに限る （ 原本不可） 。

備
考

①文書で届け出る こ と （ 郵送不可） 。
②届出を する ま では政治活動（ 選挙運動を 含
　 む） のために、 いかなる 名義を も っ てする を
　 問わず、 寄附を 受け又は支出する こ と ができ
　 ない。 （ 法８ ）

文書で届け出る こ と （ 郵送不可） 。

①文書で届け出る こ と 。
②立札、 看板に貼る 商標の交付を 受けていたと
　 き は、 それを 発行し た選挙管理委員会に返還
　 する こ と 。
③本部が支部の解散の届出を し た場合であっ て
　 も 、 当該支部は解散の日から 30日以内に収支
　 報告書を 提出する こ と 。
④政党の支部が解散し た場合において支部政党
　 交付金の残余がある 時は、 当該政党は総務大
　 臣に返還する こ と 。

政治団体が、 ２ 年間にわたり 収支報告書を 提出
し ない場合においては、 当該政治団体は、 法８
条の適用に関し ては設立届がないも のと みなさ
れ、 政治活動のための寄附を 受け支出を する こ
と ができ ない。
※再び活動する 場合、 一度団体を 解散さ せたう
　 えで改めて設立する 必要があり ま す。

罰
則

届け出前に、 上記に違反し て、 寄附を 受け又は
支出を し た者は、 ５ 年以下の禁固又は100万円
以下の罰金及び公民権停止。

収支報告書の提出を 怠り 又は虚偽の記入を し た
者は、 ５ 年以下の禁固又は100万円以下の罰金
及び公民権停止。

収支報告書の提出を 怠り 又は虚偽の記入を し た
者は、 ５ 年以下の禁固又は100万円以下の罰金
及び公民権停止。

【 参考】 政治団体の届出・ 報告事項



種
類

５ 　 資金管理団体指定届（ 法19）
（ 第23号様式）

６ 　 資金管理団体届出事項の異動届
（ 法19） （ 第26号様式）

７ 　 資金管理団体指定取消届（ 法19）
（ 第24号様式）

８ 　 資金管理団体でなく なっ た旨の届
（ 法19） （ 第25号様式）

届
出
事
項

公職の候補者が代表を 務める 政治団体につい
て、 資金管理団体と し て指定し たこ と 。
※一人の公職の候補者に対し て一団体のみ

次の届出事項のど れかに異動があっ たこ と 。
①公職の種類、 ②資金管理団体の名称
③主たる 事務所の所在地

資金管理団体の指定を 取り 消し たこ と 。
資金管理団体が解散し たこ と 、 公職の候補者が
死亡し たこ と 等によ り 、 資金管理団体の要件を
喪失し たこ と 。

届
出
期
限

指定の日から …７ 日以内 異動の日から …７ 日以内 指定取消し の日から …７ 日以内 要件を 喪失し た日から …７ 日以内
※政治団体解散届よ り 期限が短いので注意

添
付
文
書

種
類

10　 政治活動事務所の異動届 11　 証票返還届

届
出
事
項

証票の発行を届け出た政治活動事務所の所
在地等に異動があったこ と 。

証票を返還する こ と 。

証票は持参不要。
県選挙管理委員会ま で、 返還する 証票を 持
参する こ と （ 郵送不可） 。

政治団体の活動区域を 別の都道府県に異動する 場合や、 総務省所管団体（ ２ 以上の都道府県で主たる 活動を 行う 団体） へ移動する 場合など 、 こ の用紙に記載さ れてい
ない届出事項の他、 政治団体の届出においてご 不明な点等あれば、 富山県選挙管理委員会（ ０ ７ ６ －４ ４ ４ －３ １ ８ ３ ） ま でお問い合わせく ださ い。

誓約書
※各様式に備え付けてあり ま す

９ 　 証票交付申請書（ 公選法143）
第28号様式の13（ 第17条の９ 関係） 　 その１ 及びその２

①公職の候補者等又は②公職の候補者等に係る 後援団体が、 政治活動に使用する 事務所
に掲げる 立札及び看板に表示する 証票の発行を申請する こ と 。

備
考

※公職の候補者等又は公職の候補者等に係る 後援団体は、 その政治活動に使用する 事務所に掲げる 立札や看板には、 必ず、 所管する 選挙管理委員会が発行する 証票を掲げなけれ
　 ばいけま せん。

・ １ つの政治活動事務所用に掲示でき る 立札及び看板は、 通じ て２ 枚以内。
　 ※「 通じ て２ 枚」 と は、 立札、 看板の類を合わせたも の。
・ 公職の候補者の区分に応じ て発行でき る 証票の数は以下のと おり 。
　 ①衆議院小選挙区選出議員
　 　 公職の候補者等…10　 　 　 後援団体…15
　 ②参議院選挙区選出議員及び知事
　 　 公職の候補者等…12　 　 　 後援団体…18
　 ③県議会議員
　 　 公職の候補者等…６ 　 　 　 後援団体…６
・ 証票を紛失し た場合、 警察に届け出たのちに、 県選挙管理委員会に報告する こ と 。


